
個人情報ファイルの名称

行 政 機 関 等 の 名 称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記 録 項 目

記 録 範 囲

記 録 情 報 の 収 集 方 法

要配慮個人情報が含まれると
きは，その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の
名称および所在地

訂正および利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等

　 法第60条第2項第1号
 （電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当する
ファイル

個人情報ファイル簿

課税対象者となる者

－

含む

番号法別表第２に定める情報照会者（別紙のとおり），国
税庁長官，税務署長，給与特別徴収義務者，年金支払者，
函館市教育委員会

1 函館市総務部文書法制課  函館市東雲町4-13
2 戸井支所地域振興課      函館市館町3-1
3 恵山支所地域振興課      函館市日ノ浜町127
4 椴法華支所地域振興課    函館市新浜町156-1
5 南茅部支所地域振興課    函館市川汲町1520

市道民税課税台帳

函館市

財務部税務室市民税担当

適切な市道民税課税業務を遂行するため。

1宛名番号,2徴収区分,3特普区分,4事業所番号,5市民税均等割,6
道民税均等割,7市民税所得割,8道民税所得割,9各種市民税控除
額,10各種道民税控除額,11給与収入金額,12公的年金収入額,13
各種所得金額,14生命保険,15個人年金,16損害保険,17各種寄附
金,18各種扶養,19各種障害,20寡婦,21ひとり親,22勤労学生,23未
成年,24年金対象税額,25年金特徴税額,26年金普徴税額,27申告
区分,28所得税（総山退）課税標準,29証明サイン,30年税額,31配
当割,32配譲割,33譲渡割,34課税年度,35課税標準,36氏名,37住
所,38生年月日

－

個人情報ファイルの種別
　 法第60条第2項第2号
 （マニュアル処理ファ
 イル）

無有



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称および
所在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称および所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備 考

－

－

－

含まない

－

－

－



別紙

厚生労働大臣

全国健康保険協会

健康保険組合

都道府県知事

市町村長

共済組合

社会福祉協議会

日本私立学校振興・共済事業団

文部科学大臣

都道府県教育委員会

国会公務員共済組合

国家公務員共済組合連合会

国民健康保険組合

地方公務員共済組合

全国市町村職員共済組合連合会

後期高齢者医療広域連合

平成８年法律第８２号附則第３２条第２項に規定する存続組合

平成８年法律第８２号附則第４８条第１項に規定する指定基金

保健所を設置する市の長

農林漁業団体職員共済組合

独立行政法人農業者年金基金

独立行政法人日本学生支援機構

平成２３年法律第５６号附則第２３条第１項第３号に規定する存続共済会


